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一
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
青
年
就
農
給
付
金
事
業
に
関
し
て
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日
現
在
で
、
都
道
府
県

か
ら
、
一
万
五
千
四
百
五
十
三
人
に
つ
い
て
事
業
実
施
の
要
望
が
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
事
業
の
申
請
者
の
数
は
、

調
査
中
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
把
握
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
市
町
村
の
審
査
を
経
て
、
有
資
格
者
と
な
っ
た
希
望
者
数
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
青
年
就
農
給
付
金
事
業
の
う
ち
、
都
道
府
県
又
は
青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資

金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
二
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
青
年
農
業
者
等

育
成
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
事
業
実
施
主
体
と
す
る
準
備
型
及
び
市
町
村
を
事
業
実
施
主
体
と
す

る
経
営
開
始
型
の
双
方
に
つ
い
て
、
新
規
就
農
総
合
支
援
事
業
実
施
要
綱
（
平
成
二
十
四
年
四
月
六
日
付
け
二
三
経
営
第
三

五
四
三
号
農
林
水
産
事
務
次
官
依
命
通
知
）
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
若
し
く
は
セ
ン
タ
ー
又
は
市
町
村
が
審
査
を
行
っ
た
結

果
、
青
年
就
農
給
付
金
の
給
付
対
象
と
な
っ
た
者
の
数
は
、
調
査
中
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
把
握
し
て
い
な
い
。

一



三
、
四
及
び
六
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
都
道
府
県
若
し
く
は
セ
ン
タ
ー
又
は
市
町
村
ご
と
の
青
年
就
農
給
付
金
事
業
の
実
施
状
況
を
よ

く
把
握
し
、
今
後
の
予
算
編
成
過
程
で
検
討
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
度
予
算
は
、
「
中
期
財
政
フ
レ
ー
ム
（
平
成
二
十
四
年
度
〜
平
成
二
十
六
年
度
）
」
（
平
成
二
十
三
年
八

月
十
二
日
閣
議
決
定
）
を
遵
守
し
、
平
成
二
十
三
年
度
に
各
府
省
が
行
っ
た
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
徹

底
し
た
歳
出
の
削
減
を
行
っ
た
上
で
、
食
と
農
林
漁
業
の
再
生
の
た
め
に
必
要
な
施
策
に
対
し
、
重
点
的
に
措
置
し
た
も
の

で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
新
し
い
農
政
ビ
ジ
ョ
ン
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
「
日
本
再
生

戦
略
」
（
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
閣
議
決
定
）
、
「
我
が
国
の
食
と
農
林
漁
業
の
再
生
の
た
め
の
基
本
方
針
・
行
動

計
画
」
（
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
食
と
農
林
漁
業
の
再
生
推
進
本
部
決
定
）
等
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
、
持
続
可
能

な
力
強
い
農
業
の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
く
考
え
で
あ
る
。

二


